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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒータ（１１）近傍の測定箇所（４０）において温度を検出するための熱電素子（１０
）であって、第１の端部（２１）及び第１の接続端部（２２）を有する第１の導体（２０
）と、第２の端部（３１）及び第２の接続端部（３２）を有する第２の導体（３０）とを
備え、前記第１の導体（２０）の第１の端部（２１）と前記第２の導体（３０）の第２の
端部（３１）とが前記測定箇所（４０）において電気的に互いに接触し、前記第１の導体
（２０）の第１の接続端部（２２）と前記第２の導体（３０）の第２の接続端部（３２）
とがそれぞれ接続ケーブル（２３、３３）と接続可能である、熱電素子（１０）において
、
　前記第１の導体（２０）と前記第２の導体（３０）とが厚膜技術により前記ヒータ（１
１）の一部である基材（６０）上に配設され、前記第１の導体（２０）の第１の端部（２
１）と前記第２の導体（３０）の第２の端部（３１）とが前記測定箇所（４０）において
少なくとも部分的に重なり合い、前記第１の導体（２０）がプラスの接点を形成し、８０
～９５％のＮｉ、３～２０％のＣｒ、０～１％のＦｅ及び０～１％のＳｉで構成されてい
る合金で作られており、前記第２の導体（３０）がマイナスの接点を形成し、４０～５８
％のＣｕ、４０～５０％のＮｉ、１～５％のＭｎ及び１～５％のＦｅで構成されている合
金で作られており、前記基材（６０）上に前記ヒータ（１１）の抵抗回路（１３）が厚膜
技術によって配設され、前記熱電素子（１０）の導体（２０、３０）と抵抗回路（１３）
とが空隙によって互いに分離されることを特徴とする、熱電素子（１０）。
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【請求項２】
　前記基材（６０）と前記導体（２０、３０）との間に電気絶縁層（７０）が配置される
ことを特徴とする、請求項１に記載の熱電素子（１０）。
【請求項３】
　前記導体（２０、３０）と前記絶縁層（７０）の上方に少なくとも部分的に被覆層（８
０）が配設されることを特徴とする、請求項１又は２に記載の熱電素子（１０）。
【請求項４】
　前記基材（６０）が熱伝導性材料で作られていることを特徴とする、請求項１～３のい
ずれか一項に記載の熱電素子（１０）。
【請求項５】
　前記基材（６０）が支持要素であるか又は支持要素を形成することを特徴とする、請求
項１～４のいずれか一項に記載の熱電素子（１０）。
【請求項６】
　前記基材（６０）がホットランナノズル（９０）の一部であることを特徴とする、請求
項１～５のいずれか一項に記載の熱電素子（１０）。
【請求項７】
　前記ヒータ（１１）及び請求項１～６のいずれか一項に記載される熱電素子（１０）を
備えたホットランナノズル（９０）。
【請求項８】
　前記ヒータが前記抵抗回路（１３）を備えた厚膜ヒータ（１２）であり、前記熱電素子
（１０）が前記抵抗回路（１３）の上方、前記抵抗回路（１３）の下方、又は前記抵抗回
路（１３）と同じ平面上に配置されることを特徴とする、請求項７に記載のホットランナ
ノズル。
【請求項９】
　前記ヒータ（１１）及び請求項２に記載の熱電素子（１０）を備えたホットランナノズ
ルであって、
　前記基材（６０）上に前記絶縁層（７０）が設けられ、前記ヒータ（１１）の抵抗回路
（１３）と前記熱電素子（１０）とが前記絶縁層（７０）上に配置されることを特徴とす
る、ホットランナノズル。
【請求項１０】
　前記ヒータ（１１）の上方に被覆層（８０）が設けられることを特徴とする、請求項７
～９のいずれか一項に記載のホットランナノズル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段による温度検出用熱電素子、及び請求項１２に記載のホット
ランナノズルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術的な装置内において熱電素子を使用する温度検出は、しばしば困難を伴う。まず、
熱電素子は、配置されたちょうどその箇所の温度を正確に検出するために、及び装置のそ
の領域における温度変化を可能な限りリアルタイムで記録できるようにするために、装置
の特定の場所に配置されなければならない。他方で、利用できる空間が存在しないか又は
空間が他の技術的設備に必要とされる場合、熱電素子が必要とする空間が可能な限り小さ
いことが必要となる。
【０００３】
　熱電素子を使用した温度差の測定は一般に公知である。そのような熱電素子は、通常、
測定箇所で接触させられる、異なる合金又は金属からなる２つの導電体を有する。温度測
定は、熱電圧の測定に基づく。これは測定箇所の温度差により熱エネルギーが電気エネル
ギーに変換されるゼーベック効果によって生じる。熱電素子は、好ましくは、センサー内
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又は温度検出器内で使用され、現在、一般的にはＤＩＮ　ＩＥＣ５８４規格に準拠してい
る。
【０００４】
　特許文献１には、いわゆるシース熱電対が開示されている。その金属導体は、通常はス
テンレス鋼からなる保護スリーブ内にあり、２つの導体は、酸化マグネシウム又は酸化ア
ルミニウムの充填材によって電気的に絶縁される。この場合の不都合な点は、熱電素子が
曲げや座屈によって非常に損傷しやすいことである。座屈の場合、機能不全に陥る可能性
さえある。このような熱電素子の取付けスペースは、ワイヤの直径が最大で０．５ｍｍま
で細く延ばされる場合には比較的小さい。このようなシース熱電対は細くなるほど、機械
的安定性が低下し、その結果、機械的変形とそれに起因する故障のおそれが高くなる。反
対に、シース熱電対の直径が大きくなるほど、熱質量が大きくなり、それが原因で反応時
間が緩慢に又は長くなり、その結果、温度変化の検知が遅れてしまう可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００５００９９２７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、従来技術のこれら及びその他の不都合な点を回避し、必要な空間が小
さく、正確かつ常に信頼性の高い温度差検出又は温度検出を可能にし、かつ、安価な構造
と高い機械的安定性を備えた熱電素子を提供することにある。さらなる目的は、異なる材
料を適用しなければならないこのような熱電素子の簡単で安価な製造方法である。熱電素
子は、さらに、可能な限り広い温度範囲をカバーし、利用可能な温度範囲において、可能
な限り小さな温度変化を可能な限り大きな電圧差で検出可能であることが求められる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の主たる特徴は、請求項１及び請求項１６の特徴部分に提示されている。実施形
態は請求項２～１１及び１２～１５の主題である。
　測定箇所において温度を検出するための熱電素子は、第１の端部及び第１の接続端部を
有する第１の導体と、第２の端部及び第２の接続端部を有する第２の導体とを備え、第１
の導体の第１の端部と第２の導体の第２の端部とが測定箇所において電気的に互いに接触
し、第１の導体の第１の接続端部と第２の導体の第２の接続端部とがそれぞれ接続ケーブ
ルと接続可能であり、本発明は、第１の導体と第２の導体が厚膜技術により基材の上に配
設され、第１の導体の第１の端部と第２の導体の第２の端部とが、測定箇所において接触
するか又は少なくとも部分的に重なり合っていることを企図している。
【０００８】
　このような熱電素子は、厚膜技術によって基材上に配設された導体であるため、非常に
わずかなスペースしか必要としない。なぜならば、導体の層厚はわずか数μｍにしかなら
ないからである。したがって、熱電素子の寸法は、ほぼ基材自体の寸法に相当する。すな
わち、その寸法は、導体を厚膜技術によって配設することによりごくわずかしか変化せず
、その結果追加のスペースの必要性が生じない。加えて、熱電素子は、基材によって高い
安定性を備えている。なぜならば、基材上に配設された導体は、大きな荷重がかかっても
損傷を受けないからである。
【０００９】
　この導体は厚膜技術により正確で安価に基材上に配設されるため、製造コストを安価に
するという効果を奏し、他方では高い計測精度を保証する。本発明による熱電素子は、特
に質量が小さいため、極めて短い反応時間を有し、それにより温度を直接その場所でリア
ルタイムに測定することができる。わずかな温度変化も、ほぼ遅延なく検出可能である。
したがってこの熱電素子は、厚膜技術で形成された導体により比較的大きな温度範囲をカ
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バーし、利用可能な温度範囲内において最小の温度変化で大きな電圧差を生成する。
【００１０】
　さらに、厚膜技術により基材上に導体が形成されることで測定点を正確に形成すること
が可能になり、その結果、温度を正確に規定された点において測定でき、再現可能かつ正
確な測定結果が遅延なく提供され得る。さらに、本発明による熱電素子は、多量の材料を
消費することなく、容易かつ安価に製造可能である。
【００１１】
　本発明による熱電素子が最小限の寸法であることにより、場所を取らず、正確かつピン
ポイントの温度測定が広い温度範囲で可能になる。それにより、多数の応用分野が提供さ
れる。例えば、この熱電素子は、プラスチック加工、特にホットランナシステムにおいて
、熱電素子を直接ホットランナノズルのヒータ上又は材料管上に配設することにより室温
から５００℃の温度範囲で使用可能である。しかしながら、本発明による熱電素子は、－
２００℃以下の低温領域及び５００℃を超える温度領域でも適用可能である。
【００１２】
　本発明の一実施形態では、第１の導体がプラスの接点を形成し、８０～９５％のＮｉ、
３～２０％のＣｒ、０～１％のＦｅ及び０～１％のＳｉで構成されている合金で作られて
いる。上述の合金の配合は、商標名Ｃｈｒｏｍｅｌ（登録商標）又はＩＳＡＴＨＥＲＭ　
ＰＬＵＳ（登録商標）としても知られている。さらに、第２の導体はマイナスの接点を形
成し、例えば４０～５８％のＣｕ、４０～５０％のＮｉ、１～５％のＭｎ及び１～５％の
Ｆｅで構成されている合金で作られている。これら合金の配合は、商標名ＩＳＡ　ＭＩＮ
ＵＳ（登録商標）として知られている。
【００１３】
　これらの合金により、常時の、再現可能な温度測定とＤＩＮに準拠した測定信号の出力
とが可能になる。これにより、他の規格化された温度検出器で得られた測定値と比較でき
る。これは重要なことである。なぜならば、標準化された異なる熱電素子は、接点材料が
異なっていることにより、生成可能な最大の熱電圧、ひいては臨界温度範囲が異なるから
である。これは、個々の熱電素子で特有であり、接点材料が熱によって損傷することなく
、また、それにより再現可能な熱電圧を阻止してしまうことなく、熱電素子が安定した熱
電圧を供給する範囲を示す。
【００１４】
　好ましくは、第１の導体の第１の接続ケーブルと第２の導体の第２の接続ケーブルとは
、それぞれの導体と同じ材料で形成される。このことは、安定した測定信号を保証する。
　本発明の別の一実施形態では、導電性基材と導体との間に電気的な絶縁層が配置される
。これにより、電流が金属基材を流れ得るようにすることで、熱電素子の故障又は電圧の
変化を生じることなく、金属基材上に熱電素子を層状に構成することが可能になる。絶縁
層が誘電体層であると、特に有利である。これは厚膜技術によって簡単で安価に実現でき
る。
【００１５】
　さらに、導体及び絶縁層の上に少なくとも部分的に被覆層が配設される場合、それによ
って導体が外部環境の影響から、例えば引っかきや酸化のような損傷から保護され得るた
め有利である。好適には、被覆層も誘電体で形成される。
【００１６】
　さらに、誘電体層の上方で熱電素子の接点同士が重なり合うことで、熱検出器の接点と
基材との導電接続が可能になり、それによって熱電素子の電気接地が達成される。
　本発明による熱電素子が基材上に搭載される場合、基材が熱伝導性材料で作られており
、それによって検出するべき温度変化が広範囲にわたって遅延なく伝送され、温度変化が
熱電素子によって迅速かつ正確に測定され得ると、特に有利である。この構成の場合、基
材は熱電素子のための支持要素である。それによって熱電素子は基材と同じ安定性を獲得
する。
【００１７】
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　本発明の別の有利な一実施形態では、基材上にヒータが厚膜技術により配設されている
か、又は配設される。これにより、ヒータは熱電素子と同じ技術によって配設され、それ
によって同じ製造工程を使用することができる。このことは、特に、厚膜技術による標準
化された製造工程が使用可能であるため、所要時間及び製造コストを削減する。
【００１８】
　本発明の別の一実施形態では、熱電素子の導体をホットランナノズル上又はそのヒータ
上に配設することにより、基材がホットランナノズルの少なくとも一部とされる。それに
よってホットランナノズルに直接熱電素子を設けることが可能になり、これを使って、ホ
ットランナノズル上で正確に定義された箇所の温度が測定遅延なしに検出され得る。熱電
素子の基材は、この場合、ホットランナノズル自体又はそのヒータである。熱電素子の導
体を厚膜技術で配設することにより、ホットランナノズル又はそのヒータの寸法は特段変
化せず、その結果、熱電素子自体はそれほどのスペースを必要としない。さらに、厚膜技
術で配設された導体は、ホットランナノズル又はそのヒータ上に正確に定義された測定箇
所において迅速で正確な温度測定を保証する。
【００１９】
　したがって、本発明の一発展形態では、本発明による熱電素子の基材は、溶融材料をホ
ットランナノズルの出口開口部に給送する、ホットランナノズルの材料管であってもよい
。このため、この材料管は加工すべき材料を金型のキャビティに供給するために使用され
、この際、材料が材料管全体の中で一定の温度に保たれることが非常に重要である。この
温度は、本発明による熱電素子によって正確に、かつ大きなスペースを必要とせずに測定
が可能である。
【００２０】
　本発明の別の一実施形態によれば、熱電素子の基材はホットランナノズルのヒータ又は
加熱要素である。この構成では、熱電素子は厚膜技術により直接ホットランナノズルのヒ
ータの下方又は上方に配設される。それによって、例えばヒータの加熱能力を正確に特定
し制御することができるようにするために、定義された箇所で直接ヒータ又はその周囲の
温度を検知することが可能である。さらに、温度を直接かつ正確に制御できるようにする
ために、温度を直接ヒータ上で測定することが可能である。熱電素子の導体は、直接発熱
導体又は発熱導体路の上に形成されると有利である。発熱導体路は同様に厚膜技術で形成
可能であり、そのことは、ヒータの高さに有利に作用する。この高さは発熱導体路によっ
ても熱電素子の導体によってもほぼ変化することはない。このように、厚膜ヒータの利点
は、厚膜技術で配設された熱電素子と合わせることができる。熱電素子は同じ技術で配設
されるため、製造コストが低減される。さらに、厚膜ヒータも熱電素子もわずかなスペー
スしか必要とせず、追加のアセンブリが不要であるため、ホットランナノズルの小型化が
可能である。また、熱電素子が直接ホットランナノズル上及び／又はヒータ上に配設され
るため、この方法以外では一般的な、温度測定用の追加のワイヤプローブの溶接も不要で
ある。
【００２１】
　構造上、熱電素子の導体と抵抗回路とが機械的なスロット又は溝によって分離されてい
ると有利である。それによって、熱電素子は作動している抵抗回路から熱的かつ電気的に
確実に分離される。したがって、ヒータの、表面で直接、上、又は下で測定することなく
、ヒータのすぐ近くで温度を検出することが可能になる。このことは多くの応用分野にお
いて重要になり得る。スロット又は溝の設置は、簡素な手段を用いて安価に実現すること
ができ、熱電素子の空間要件に影響を与えない。
【００２２】
　本発明の特に有利な実施形態は、第１の導体が８９．１％のＮｉ、１０％のＣｒ、０．
５％のＳｉ及び０．４％のＦｅで構成されている合金で形成され、第２の導体が５１％の
Ｃｕ、４５％のＮｉ、２％のＭｎ及び２％のＦｅで構成されている合金で形成されている
熱電素子である。第１の導体に使用された原材料は、商標名ＩＳＡＴＨＥＲＭ　ＰＬＵＳ
（登録商標）として、イザベレンヒュッテ・ホイスラー社（Ｉｓａｂｅｌｌｅｎｈｕｅｔ
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ｔｅ　Ｈｅｕｓｌｅｒ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ　ＫＧ）（ドイツ国ディレンブルクに所在）
から入手可能であり、同様に第２の導体の原材料として商標名ＩＳＡ　ＭＩＮＵＳ（登録
商標）が入手可能である。合金の化学組成は各要素の質量含有率（質量％）で提示してい
る。
【００２３】
　さらに、合金ＩＳＡ　ＭＩＮＵＳ（登録商標）とＩＳＡ　ＰＬＵＳ（登録商標）との、
ＩＳＡＴＨＥＲＭ　ＭＩＮＵＳ（登録商標）とＩＳＡＴＨＥＲＭ　ＰＬＵＳ（登録商標）
との、及びＩＳＡＴＨＥＲＭ　ＭＩＮＵＳ（登録商標）とＩＳＡ　ＰＬＵＳ（登録商標）
との材料の組合せも可能であり、これらは同じくイザベレンヒュッテ・ホイスラー社（ド
イツ国ディレンブルクに所在）から入手可能である。
【００２４】
　本発明はさらに、本発明による熱電素子が配置されているか又は配設される、ヒータを
備えたホットランナノズルを提供する。ホットランナノズルについては、加工すべき材料
の適切な加工を保証できるようにするために、加工すべき材料の温度を正確に測定できる
ことが重要である。本発明によるホットランナノズルの構造では、熱電素子は、温度を決
定するために、正確に定義された測定箇所に、好ましくはホットランナノズルの先端に、
極めて省スペースで配置される。これにより、温度を正確に監視及び制御することが可能
になる。
【００２５】
　本発明による熱電素子が非常に迅速な反応時間を有するため、ホットランナノズルにお
ける温度変化をリアルタイムで測定することが可能である。このことはホットランナノズ
ル内での材料の最適な加工温度を保証することを可能にし、それにより、製造条件を極め
て好都合にする。本発明の好ましい構成では、本発明による熱電素子で温度が測定される
ため、ヒータ付近での温度検出も可能であり、正確に、実際にその時の温度に基づいてヒ
ータの出力を制御することができる。
【００２６】
　それに加えて、本発明はさらにヒータが抵抗回路を備えた厚膜ヒータであることを企図
しており、熱電素子は、抵抗回路の上方、抵抗回路の下方、又は抵抗回路と同じ平面に配
置される。これは、様々な使用条件に容易に適合可能なホットランナノズルの多様な実施
形態を可能にする。厚膜ヒータの抵抗回路と熱電素子の導体は、同時に、又は特定の順序
で順次それぞれ配設される。このことは、特に熱電素子が基材上に厚膜ヒータの抵抗回路
の前に配設される場合、熱電素子の後の挙動に好都合に作用する。
【００２７】
　ヒータと熱電素子の間に設けられた絶縁層は、電気ヒータにより、及びヒータの異なる
加熱能力により生じ得る電圧変化が原因で間違った温度が検出されることを阻止する。
　ヒータの上方に備えられた被覆層は、損傷又は外部環境の影響、例えば引っかき、腐食
又は酸化などから熱電素子及びホットランナノズルのヒータを保護する。加えて、被覆層
が外部環境に対して断熱材として作用する。
【００２８】
　本発明のその他の特徴、細部及び利点は、特許請求の範囲の文言、及び以下に続く、図
面を参照する実施形態の説明から明白になる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明による熱電素子の模式的部分断面図である。
【図２】接続ケーブルを介して制御装置と接続される、本発明による熱電素子の模式図で
ある。
【図３】本発明による熱電素子の別の一実施形態の模式的部分断面図である。
【図４】本発明による熱電素子を備えた厚膜ヒータの模式的部分断面図である。
【図５】厚膜ヒータの別の一実施形態の模式的部分断面図である。
【図６】本発明による熱電素子を備えたホットランナノズルの模式的部分断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３０】
　同様の符号は、以下では同一又は同類の構成要素を指している。
　図１において全体が符号１０で示されている熱電素子は、測定箇所４０における温度を
検出するために設けられている。熱電素子１０は、支持要素としての基材６０と、２つの
金属導体２０、３０を備え、これら金属導体は厚膜技術によって基材６０上に配設されて
おり、２つの導体２０、３０は測定箇所４０において少なくとも部分的に又は一部が重な
り合っている。
【００３１】
　第１の導体２０は、図２で示されるように、第１の端部２１と第１の接続端部２２とを
備えており、第２の導体３０は、第２の端部３１と第２の接続端部３２とを有しており、
第１の導体２０の第１の端部２１と第２の導体３０の第２の端部３１は、２つの端部２１
、３１が重なり合っていることで、測定箇所４０において電気的に互いに接触している。
第１の導体２０の第１の接続端部２２と第２の導体３０の第２の接続端部３２は、制御装
置５０につながる接続ケーブル２３、３３に接続されており、それによって温度検出に必
要な電気回路と接続している。
【００３２】
　熱電素子１０によって温度を検出するために、２つの導体２０、３０は異なった金属合
金で形成される。
　第１の導体２０は、例えば８０～９５％のＮｉ、３～２０％のＣｒ、０～１％のＦｅ及
び０～１％のＳｉで構成されている合金で形成されており、該合金は商品名ＩＳＡＴＨＥ
ＲＭ　ＰＬＵＳ（登録商標）として入手できる。第２の導体３０は、４０～５８％のＣｕ
、４０～５０％のＮｉ、１～５％のＭｎ及び１～５％のＦｅで構成されている合金で形成
されており、該合金は商品名ＩＳＡ　ＭＩＮＵＳ（登録商標）として入手できる。接続ケ
ーブル２３、３３は、それぞれ対応する導体２０、３０と同じ材料で形成される。
【００３３】
　基材６０の温度が変わると、２つの導体２０及び３０が重なり合っている測定箇所４０
に電圧が生じ、接続ケーブル２３、３３を介して導体２０、３０と電気的に接触している
制御装置５０によって該電圧が測定され得る。
【００３４】
　本発明による熱電素子１０は常時電圧変化を検出する。この電圧変化は測定箇所４０に
おける温度変化に比例している。このため、測定箇所４０で検出された電圧変化は、温度
の相対変化と推測される。制御装置５０により、追加的に周囲温度を参照値として、例え
ば内部の別個の温度センサーを使って検出すると、さらに測定箇所４０の温度の絶対的変
化が計算され、これを直接表示することが可能になる。
【００３５】
　熱電素子１０が必要とするスペースが最小限になるように、金属導体２０、３０は厚膜
技術により基材６０上に配設される。したがって、導体２０、３０の厚さはわずか数ミク
ロン（数μｍ）となる。すなわち、熱電素子１０全体の実寸法は基材の寸法とほぼ同じで
あり、該基材は金属導体のための安定した支持部を形成しており、熱電素子１０を損傷か
ら保護し、熱電素子１０を測定すべき対象物の上に取り付けることを可能にしている。
【００３６】
　金属導体２０、３０の厚膜技術による製造は、例えばスクリーン印刷技術を使用して行
われる。そのために、まず第１のスクリーン印刷ペーストが第１の導体２０のためにＩＳ
ＡＴＨＥＲＭ　ＰＬＵＳ（登録商標）から生成され、定義された範囲にスクリーン印刷に
よって基材６０上に配設される。続いて第２のスクリーン印刷ペーストが第２の導体３０
のためにＩＳＡ　ＭＩＮＵＳ（登録商標）から生成され、同じくスクリーン印刷によって
定義された範囲に、基材６０上に配設され、第１の導体２０の第１の端部２１及び第２の
導体３０の第２の端部３１は、測定箇所４０において少なくとも部分的に重なり合う。
【００３７】
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　導体２０、３０用にスクリーン印刷ペーストを製造するために、好ましくはまず粉体が
作られる。その際、各合金が溶解されて不活性ガスの供給下で噴霧される。金属粒子から
粉体が形成され、そこへ溶剤を加えることで各スクリーン印刷ペーストが生成される。
【００３８】
　スクリーン印刷ペーストを得るためのこの方法により、小さな金属粒子の均質な組成と
分配が可能になる。さらに、個々の金属粒子の比較的均一な粒度分布がこの方法により可
能になる。加えてさらに、噴霧された金属粒子は球形の形態を備えており、その結果、後
のスクリーン印刷における優れた流動特性を、ひいては優れたスクリーン印刷結果を得る
ことができる。
【００３９】
　金属粉の粒子サイズは可能な限り同じである必要があり、偏差が２５％の範囲にあるこ
とが理想的である。粒子サイズが小さくなるほど、低い焼結温度と短い焼結時間を選択す
ることができる。したがって、粒子サイズが５μｍであると有利である。しかしながら、
２０～２５μｍの粒子サイズでも問題なく使用することができる。
【００４０】
　合金を例えば粉砕によって機械的に細かく砕くなど、スクリーン印刷ペーストの他の製
造方法も考えられ得る。
　したがって、スクリーン印刷ペーストは、機能的成分、すなわち第１の又は第２の導体
２０、３０のための各合金と有機媒体との混合物から構成されている。有機媒体の役割は
、スクリーン印刷ペーストに所望のレオロジー特性を与えることである。さらに、有機媒
体は、スクリーン印刷ペースト中における機能的成分の長期間安定した、均質な分散を提
供しなければならない。
【００４１】
　この溶剤は、好ましくは有機溶剤、つまりアルコールとエステルとの混合、好ましくは
エタノールと酢酸エチルエステルとの混合物である。この組合せは、高揮発性を示すため
有利である。溶剤として水性のグリコール混合液の使用も考えられる。また、テルピネオ
ールが希釈剤として使用されてもよい。
【００４２】
　溶媒混合液は、金属ペーストをスクリーン印刷した後、後続の乾燥工程で、印刷された
スクリーン印刷ペーストから除去される。この乾燥工程は、各スクリーン印刷ペーストが
それぞれスクリーン印刷された後に行うことができ、あるいは、両方の印刷工程が一緒に
行われた後に行うことができ、焼結プロセスの前に有機溶剤が蒸発するように、好ましく
は焼結の前に実施される。乾燥工程は室温で行われてもよいが、負圧下あるいは高温下で
、好ましくは５０～２５０℃で実施されて乾燥を促進してもよい。空気流下での乾燥も同
様に実施可能である。
【００４３】
　スクリーン印刷ペーストの有利な一実施形態では、追加的に長鎖ポリマーが加えられる
。長鎖ポリマー、例えばハーキュリーズ社（Ｈｅｒｃｕｌｅｓ）のエチルセルロースＥＣ
Ｔ－１０　０１００の希釈剤ないし溶剤への添加は、スクリーン印刷ペースト中で金属粒
子が持続的に良好に分散することを保証する。
【００４４】
　第１の導体２０及び第２の導体３０のために基材６０上に各スクリーン印刷ペーストを
印刷した後、そしてそれに続く印刷されたパターンの乾燥の後、２つの導体は後続の処理
工程で定義された温度で所定の時間焼結されるか、又は焼き付けられる。
【００４５】
　好適には、焼結は７００℃超の温度で実施され、好ましくは７５０℃～９００℃の温度
で、特に好ましくは８００℃～８７５℃の温度で実施される。ここで重要なことは、焼結
温度が、金属粒子が少なくとも部分的に互いに結合され、好適には基材６０上に焼き付け
られるほどの高温であるということである。上述の合金から生成されたスクリーン印刷ペ
ーストは、例えばＮｉ、Ｃｕ及びＦｅのような焼結のために使用される温度では急速に酸
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化しやすい酸化可能な金属を含んでいるため、理想的には、焼結が不活性ガス雰囲気下又
は水素雰囲気下で実施される。保護ガスとしては、例えばアルゴン又は窒素のような不活
性ガスが使用可能である。水素、又は窒素・水素混合ガス又は空気と不活性ガスの混合ガ
スのような混合ガスも使用してよい。したがって、ガス雰囲気は必ずしも純粋な不活性ガ
ス又は還元ガスから構成されていなくてもよい。それどころか空気成分を含んでいてもよ
い。
【００４６】
　焼結プロセスの時間は少なくとも１５０分である。好ましくは１６０分～２００分間に
わたって焼結され、より好ましくは１７０分～１９０分間にわたって焼結され、後者は特
に、焼結温度が低く保たれるべき場合である。このようにして、スクリーン印刷ペースト
の基材上への最適な融着と焼き付けが可能になる。
【００４７】
　全体として、両方の導体２０、３０を同時に印刷すること、及び続いて乾燥させ及び焼
き付けることが可能である。あるいは、まず第１の導体２０を印刷し、乾燥して焼結し、
続いて第２の導体３０を同じ方法で仕上げることが可能である。別々に焼結することは、
２つの導体２０、３０を異なった温度で焼き付けるか、又は焼結することができる点にお
いて有利である。
【００４８】
　基材６０は、例えばセラミック又は金属から形成される。基材６０は、基本的に、熱電
素子が安定した、取り扱いが簡単な基層を形成するために、所望の機械的性質を備えてい
なければならない。さらに、基材６０は、焼結プロセスのために必要な温度によって損な
われることなく持ちこたえなければならない。
【００４９】
　図３は熱電素子１０の別の一実施形態の模式的断面図である。この熱電素子は、同じく
層状の配置で、基材６０、第１の導体２０及び第２の導体３０を有している。しかしなが
ら、基材６０と導体２０、３０との間には、追加の絶縁層７０が設けられており、基材６
０と導体２０、３０とを電気的に互いから分離する。これにより、導電性材料、例えば金
属で基材６０を製造することが可能である。
【００５０】
　基材６０は、ここでも厚膜技術で配設された金属導体２０、３０を層状に配置するため
の支持要素であり、絶縁層７０も厚膜技術によって配設される。したがって、絶縁層７０
は好ましくは誘電体層である。
【００５１】
　本発明による熱電素子１０の製造においては、まず絶縁層７０が厚膜技術で金属製の基
材６０上に配設されて乾燥され、続く焼結プロセスで焼き付けられる。その後、すでに上
述したように、２つの金属導体２０、３０が印刷され、乾燥され、焼き付けられる。ここ
で重要なことは、２つの導体２０、３０のための焼結温度が、絶縁層７０を焼き付けるた
めの焼結温度よりも低いということである。
【００５２】
　図４は、本発明による熱電素子１０を備えた厚膜ヒータ１２の模式的部分断面図である
。この厚膜ヒータ１２は、通常（図示していない）ホットランナノズルを加熱するために
使用される。厚膜ヒータ１２は、管状の支持スリーブ６０’を備え、この支持スリーブの
上には厚膜技術で絶縁層７０が配置される。この絶縁層７０の上には同じく厚膜技術で抵
抗回路１３が形成され、この抵抗回路は定義されたパターンに配置され、ホットランナノ
ズル内に案内された融液をノズルの全長にわたって可能な限り均一な温度に保つ。
【００５３】
　厚膜ヒータ１２の抵抗回路１３のほかに、絶縁層７０上には金属導体２０、３０が厚膜
技術で配設されている。したがって、この金属導体は、抵抗回路１３と同じ平面上にあり
、その結果厚膜ヒータ１２の構造高さは金属導体２０、３０を配設しても高くならない。
【００５４】
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　支持スリーブ６０’は、絶縁層７０と共に基層を、及びそれゆえに熱電素子１０用の基
材を形成していることが見て取れる。したがって、絶縁層は厚膜ヒータ１２に統合され、
独立した製造工程又は組立工程で別の構成部品として厚膜ヒータ１２に取り付ける必要が
ない。
【００５５】
　ホットランナノズルは通常（図示していない）材料管を備え、この材料管の外周上に厚
膜ヒータ１２の支持スリーブ６０’が取り付けられる。あるいは、絶縁層７０と厚膜ヒー
タ１２の抵抗回路が直接材料管上に配設されることも可能である。同じことが熱電素子１
０の金属導体２０、３０にも当てはまる。
【００５６】
　スクリーン印刷ペーストの製造及び個々の層の印刷、ならびに後続の乾燥及び焼結につ
いては、すでに上述している。
　しかしながら、この実施形態の重要な選択肢は、厚膜ヒータ１２の抵抗回路１３と熱電
素子１０の金属導体２０、３０を同時に又は順次印刷及び焼結し得ることである。
【００５７】
　抵抗回路１３と金属導体２０、３０が順次焼結されると、金属導体２０、３０を抵抗回
路１３よりも高温で焼き付けることが、又はその逆が可能になる。したがって、導体２０
、３０のために合金を使用することもできる。合金は、厚膜ヒータ１２の抵抗回路１３よ
りもかなり高い焼付け温度を必要とする。導体２０、３０のための焼付け温度がより高い
ことによって、その焼付け時間を短縮することもできる。いずれの場合においても、熱電
素子１０用の金属導体２０、３０の形成プロセスは、厚膜ヒータ１２、特に抵抗回路１３
の製造プロセスに影響を与えない。
【００５８】
　支持スリーブ６０’が、例えば酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、窒化ケイ素又は
他のセラミックのような非導電性材料から形成されている場合、熱電素子１０用の金属導
体２０、３０及び加熱要素１２用の抵抗回路１３は、直接支持スリーブ６０’上に配設可
能である。逆に、金属材料で形成されている場合には、まず絶縁層７０を配設して焼き付
ける。
【００５９】
　図５は、ホットランナノズル用の厚膜ヒータ１２上に層状に形成された本発明による熱
電素子１０の別の実施形態の模式図である。
　主に合金鋼から製造された支持スリーブ６０’上には、まず絶縁層７０が厚膜技術で配
設される。この絶縁層は同じく厚膜技術で形成された抵抗回路１３を支持し、この抵抗回
路は定義されたパターンで配置され、ホットランナノズル内に案内された融液をノズルの
全長にわたって可能な限り均一な温度に保つ。厚膜ヒータ１２の抵抗回路１３の上には別
の絶縁層７０’が同じく厚膜技術で配設される。この別の絶縁層７０’の上には熱電素子
１０の金属導体２０、３０があり、金属導体２０、３０は測定箇所４０において重なり合
っている。
【００６０】
　この実施形態では、熱電素子１０の基材が厚膜ヒータ１２の抵抗回路１３から形成され
ていることが見て取れる。すなわち、ここでも熱電素子１０は厚膜ヒータ１２に一体化さ
れ、このことがヒータ１２の取付けスペースに好都合に作用している。
【００６１】
　このような配置を作り出すため、まず厚膜ヒータ１２が厚膜技術で支持スリーブ６０’
上に配設され、焼結プロセス工程によって焼き付けられる。続いてこの層構造に別の絶縁
層７０’が設けられる。次に２つの導体２０、３０が印刷され、同じく焼結プロセス工程
で、厚膜ヒータ１２の上にある別の絶縁層７０’上に焼き付けられる。その際注意すべき
は、ヒータ１２の焼結温度が本発明による熱電素子１０を構成する２つの導体２０、３０
の焼結温度より高くなければならないという点である。
【００６２】
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　支持スリーブ６０’はここでも、ホットランナノズルの材料管であってもよく、すなわ
ち厚膜ヒータ１２及び熱電素子１０はホットランナノズルに一体化された構成要素である
。
【００６３】
　図６は、材料管６０”及び本発明による熱電素子１０を備えた（図示していない）ホッ
トランナノズルの模式的部分断面図である。
　ホットランナノズルの材料管６０”は、第１の絶縁層７０、好ましくは誘電体層を担持
し、この上に直接熱電素子１０のための金属導体２０、３０が配設される。金属導体はそ
の上に厚膜ヒータ１２の導電性の抵抗回路１３が配設できるように、別の絶縁層７０’で
覆われて絶縁される。
【００６４】
　したがってこの実施例では、厚膜ヒータ１２の抵抗回路１３は熱電素子１０の金属導体
２０、３０の上方に配置されている。このことは、金属導体２０、３０に、抵抗回路１３
よりも高い焼付け温度を必要とする合金を使うことを可能にする。同様に、焼付け時間を
短縮するためにより高い焼付け温度を使用することができる。
【００６５】
　あるいは、ここでも金属導体２０、３０を抵抗回路１３の上方に形成することができる
。
　これらの実施形態の全ての層が厚膜技術で仕上げられ、その結果ホットランナノズルの
材料管６０”の外径寸法は厚膜ヒータ１２及び熱電素子１０によってごくわずかに拡大す
るだけである。
【００６６】
　厚膜ヒータ１２及び熱電素子１０の両方を外部からの影響から保護して絶縁するために
、厚膜技術で被覆層８０がヒータ１２の上方に最後に設けられる。この被覆層は、引っか
き、腐食又はその他の有害な環境影響から層構造を保護する。加えて、この最後の被覆層
８０は外部への断熱効果を発揮する。
【００６７】
　この被覆層８０は好適にはガラスであり、ガラスは石英ガラス、ホウ珪酸ガラス、クラ
ウンガラス、ソーダ石灰ガラス、フロートガラス、フリントガラス等であってよく、これ
らは必要に応じて様々な添加物、例えば酸化亜鉛、酸化ホウ素もしくは酸化アルミニウム
及び／又は別の添加剤、例えば酸化鉄、酸化銅、酸化コバルト、酸化クロム、酸化ウラン
、酸化ニッケル、酸化セレン及び／又は酸化マンガン（ＩＶ）を含有していてもよい。こ
の被覆層８０には、導体を腐食及びその他の損傷、又は有害な環境影響から保護するとい
う役割がある。
【００６８】
　被覆層８０は、他のすべての層と同様に、スクリーン印刷によって配設される。そのた
めに、被覆層が構成されるべき材料からできたスクリーン印刷ペーストが作られ、スクリ
ーン印刷によって第１の及び第２の導体の上に、少なくとも部分的に、印刷される。ある
いは、被覆層を上に載っているヒータ又は絶縁層に印刷することも可能である。
【００６９】
　考え得る乾燥工程の後、被覆層８０は配設後に焼結される。それによって被覆層８０が
すでに存在する層の上に焼き付けられ、被覆層８０は、外部の影響から保護することがで
き、場合により追加の絶縁層として作用することができる。最終的に少なくとも４５０℃
の温度で、好ましくは５００℃～５８０℃の温度で、特に好ましくは５２５℃～５６０℃
の温度で焼結される。場合によりカバーされなかった導体２０、３０を酸化から保護する
ために、好適には不活性ガス雰囲気下で焼結される。はるかに高い焼付け温度が必要なガ
ラスを使用してもよい。
【００７０】
　被覆層８０を基材、導体、ヒータ又は絶縁層の上に焼き付けるために、最後の、非常に
短く保たれた焼結過程が続く。被覆層８０は、すでに配設されて焼き付けられた層に生じ
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うる損傷を防ぐように、７～１２分間、好ましくは１０分間焼結される。
【００７１】
　本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、多様な方法で改変が可能である。
このため、金属導体２０、３０は他の合金の組合せから構成されていてもよい。例えば、
導体２０、３０は、一実施形態では、ＩＳＡ　ＭＩＮＵＳ（登録商標）及びＩＳＡ　ＰＬ
ＵＳ（登録商標）、ＩＳＡＴＨＥＲＭ　ＭＩＮＵＳ（登録商標）及びＩＳＡＴＨＥＲＭ　
ＰＬＵＳ（登録商標）又はＩＳＡＴＨＥＲＭ　ＭＩＮＵＳ（登録商標）及びＩＳＡ　ＰＬ
ＵＳ（登録商標）で形成されていてもよい。上述の合金の名称は、イザベレンヒュッテ・
ホイスラー社（Ｉｓａｂｅｌｌｅｎｈｕｅｔｔｅ　Ｈｅｕｓｌｅｒ　ＧｍｂＨ＆ＣｏＫＧ
）（ドイツ国ディレンブルクに所在）の商標名である。
【００７２】
　上述の合金は、必要に応じて、珪素をゲルマニウムと置き換えるか又はマンガンをレニ
ウムと置き換えてもよい。なぜならば、これらは同様の化学的特性を備えているからであ
る。
【００７３】
　金属導体２０、３０を金属製の導電性基材に選択的に接触させることにより、熱電素子
１０を接地することが可能である。この接触は、絶縁層７０内に隙間があること、又は金
属導体２０、３０が誘電体層を越えて基材６０上へ突出していることによって達成される
。
【００７４】
　厚膜技術の方法として、上に示されたように、スクリーン印刷、溶射、パッド印刷、レ
ーザ焼結又はエアロゾル印刷を使用することができる。
　しかしながら、本発明が、第１の端部２１及び第１の接続端部２２を有する第１の導体
２０と、第２の端部３１及び第２の接続端部３２を有する第２の導体３０とを備える、測
定箇所４０において温度を検出するための熱電素子１０であって、第１の導体２０の第１
の端部２１と第２の導体３０の第２の端部３１とが測定箇所４０において電気的に互いに
接触し、第１の導体２０の第１の接続端部２２と第２の導体３０の第２の接続端部３２と
がそれぞれ対応する接続ケーブル２３、３３に接続され、第１の導体２０と第２の導体３
０とが厚膜技術により基材６０上に配設され、第１の導体２０の第１の端部２１と第２の
導体３０の第２の端部３１とが測定箇所４０において少なくとも部分的に重なり合う、熱
電素子１０を提供することが認識されよう。
【００７５】
　本発明の重要な利点は以下の通りである。
■計測対象上に構成される形状寸法がほとんどない（わずか数マイクロメートル）；
■それにもかかわらず、熱電素子が印刷されている基材と同じくらい機械的に安定してい
る；
■熱質量が小さく、反応時間が極めて迅速である；
■厚膜ヒータと一体化する場合、追加のアセンブリが不要である；
■ＤＩＮ準拠又は同等の測定信号（偏差は±５％未満）；
■小さくはっきりと定義された測定箇所（特に出力分布又は温度分布が不均質なヒータで
有利である）。
【００７６】
　特許請求の範囲、明細書、及び図面より明らかになるすべての特徴及び利点は、構造上
の細部、空間的配置、及び手順工程も含み、それ自体及びさまざまな組み合わせも本発明
の本質を成し得る。
【符号の説明】
【００７７】
　１０　熱電素子
　１１　ヒータ
　１２　厚膜ヒータ
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　１３　抵抗回路
　１４　スロット
　１５　溝
　２０　第１の導体
　２１　第１の端部
　２２　第１の接続部
　２３　第１の接続ケーブル
　２４　第１の接触箇所
　２５　別の測定箇所を備えた第１の導体
　３０　第２の導体
　３１　第２の端部
　３２　第２の接続部
　３３　第２の接続ケーブル
　３４　第２の接触箇所
　３５　別の測定箇所を備えた第２の導体
　４０　測定箇所
　５０　制御装置
　６０　基材
　６０’　支持スリーブ
　７０　絶縁層
　７０’　別の絶縁層
　８０　被覆層

【図１】 【図２】
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